
議案第５７号  

   熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規

定により、熊本県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年熊本県指

令市町村第２３号）の一部を次のとおり変更する。  

  平成３０年９月６日提出  

                    山都町長  梅田  穰   

  

 

   熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  

熊本県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年熊本県指令市町村

第２３号）の一部を次のように変更する。  

  第７条第１項中「３２人」を「４５人」に改め、同条第２項を次の

ように改める。  

 ２  広域連合議員は、構成市町村の長又は議会の議員により組織する。 

  第８条を次のように改める。  

  （広域連合議員の選挙の方法）  

第８条  広域連合議員は、構成市町村の長及び議会の議員のうちから、

各構成市町村の議会において１人を選挙する。  

２  前項の規定による選挙については、地方自治法第１１８条の例に

よる。  

 第９条第１項中「２年とする」を「当該構成市町村の長又は議会の

議員としての任期による」に改め、同条第２項中「又は議員」を「又

は議会の議員」に改め、同条第４項及び第５項を削る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条

の３第１項の規定による熊本県知事の許可のあった日から施行する。 



（経過措置）  

２  この規約の施行の日（以下「施行日」という。）から平成３１年２

月１３日までの間における広域連合議員の定数は、この規約による

変更後の熊本県後期高齢者医療広域連合規約（以下「変更後の規約」

という。）第７条及び第８条第１項の規定にかかわらず、３２人とす

る。  

３  この規約の施行の際現に在職する広域連合議員及び次項の規定に

よる選挙により当選した広域連合議員の任期は、変更後の規約第９

条第１項の規定にかかわらず、平成３１年２月１３日までとする。  

４  施行日から平成３１年２月１３日までの間に広域連合議員に欠員

が生じた場合は、この規約による変更前の第９条第３項から第５項

までの例により選挙を行うものとする。  

 

 

（提案理由）  

広域連合の規約を変更しようとするときは、地方自治法第２９１条

の１１の規定により議会の議決を経る必要があります。  

これが、この議案を提出する理由です。  
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熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規
約
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
後
（
案
）

 

第
1
条
～
第

6
条

 
 

 

 
 
 

[省
略

] 

 (広
域
連
合
の
議
会
の
組
織

) 

第
1
条
～
第

6
条

 

 
 
 
 

 
[省
略

] 

 

（
広
域
連
合
の
議
会
の
組
織

) 

第
7
条

 
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
広
域
連
合
議
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数

は
、

3
2
人
と
す
る
。

 

2
 
広
域
連
合
議
員
は
、
構
成
市
町
村
の
長
及
び
議
員
の
う
ち
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
て
選
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
1
）
市
長
 

8
人

 

（
2
）
町
村
長

 
8
人

 

（
3
）
市
議
会
議
員

 
8
人

 

（
4
）
町
村
議
会
議
員

 
8
人

 

 （
広
域
連
合
議
員
の
選
挙
の
方
法
）

 

第
8
条

 
広
域
連
合
議
員
の
選
挙
に
当
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

 

 
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
の
推
薦
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
1
）

 
前
条
第

2
項
第

1
号
に
掲
げ
る
者
す
べ
て
の
市
長
を
も
っ
て
組
織
す
る
団
体

又
は
構
成
す
る
市
の
長
の
総
数
の

1
2
分
の

1
以
上
の
者

 

（
2
）

 
前
条
第

2
項
第

2
号
に
掲
げ
る
者
す
べ
て
の
町
村
長
を
も
っ
て
組
織
す
る
団

体
又
は
構
成
す
る
町
村
の
長
の
総
数
の

1
2
分
の

1
以
上
の
者

 

（
3
）

 
前
条
第

2
項
第

3
号
に
掲
げ
る
者
す
べ
て
の
市
議
会
の
議
長
を
も
っ
て
組
織

す
る
団
体
又
は
構
成
す
る
市
の
議
員
定
数
の
総
数
の

1
2
分
の

1
以
上
の
者

 

第
7
条
 
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
（
以
下
「
広
域
連
合
議
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数

は
、

4
5
人
と
す
る
。

 

2
 
広
域
連
合
議
員
は
、
構
成
市
町
村
の
長
又
は
議
会
の
議
員
に
よ
り
組
織
す
る
。

 

 （
1
）
～
（

4
）
は
削
る
。

 

    （
広
域
連
合
議
員
の
選
挙
の
方
法
）

 

第
8
条
 
広
域
連
合
議
員
は
、
構
成
市
町
村
の
長
及
び
議
会
の
議
員
の
う
ち
か
ら
、
各

構
成
市
町
村
の
議
会
に
お
い
て

1
人
を
選
挙
す
る
。

 

（
1
）
～
（

4
）
は
削
る
。
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（
4
）

 
前
条
第

2
項
第

4
号
に
掲
げ
る
者
す
べ
て
の
町
村
議
会
の
議
長
を
も
っ
て
組

織
す
る
団
体
又
は
構
成
す
る
町
村
の
議
員
定
数
の
総
数
の

1
2
分
の

1
以
上
の

者
 

2
 
広
域
連
合
議
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る
推
薦
が
あ
っ
た
者
の
う
ち
か
ら
、
前
条
第

2
項
第

1
号
及
び
第

3
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
各
市
議
会
、
前
条
第

2
項
第

2
号

及
び
第

4
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
っ
て
は
各
町
村
議
会
に
お
い
て
選
挙
す
る
も
の
と

す
る
。

 

 3
 
広
域
連
合
議
員
の
当
選
人
は
、
市
議
会
に
お
け
る
選
挙
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
市

議
会
の
、
町
村
議
会
に
お
け
る
選
挙
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
町
村
議
会
の
選
挙
に
お

け
る
得
票
総
数
の
多
い
者
か
ら
順
次
そ
の
選
挙
に
お
け
る
定
数
に
達
す
る
ま
で
の

者
と
す
る
。

 

 4
 
各
市
町
村
議
会
に
お
け
る
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第

1
1
8
条
第

1
項
（
公

職
選
挙
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
0
0
号
）
第

9
5
条
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
を
除

く
。
）
の
例
に
よ
る
。

 

 （
広
域
連
合
議
員
の
任
期
）

 

第
9
条

 
広
域
連
合
議
員
の
任
期
は
、

2
年
と
す
る
。

 

 2
 
広
域
連
合
議
員
が
構
成
市
町
村
の
長
又
は
議
員
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
同
時
に

そ
の
職
を
失
う
。

 

3
 
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
広
域
連
合
議
員
に
欠
員
が
生
じ

た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
速
や
か
に
こ
れ
を
選
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

   2
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第

1
1
8
条
の
例
に
よ
る
。

 

    [削
る

] 

    [削
る

] 

   （
広
域
連
合
議
員
の
任
期
）

 

第
9
条
 
広
域
連
合
議
員
の
任
期
は
、
当
該
構
成
市
町
村
の
長
又
は
議
会
の
議
員
と
し

て
の
任
期
に
よ
る
。

 

2
 
広
域
連
合
議
員
が
構
成
市
町
村
の
長
又
は
議
会
の
議
員
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

同
時
に
そ
の
職
を
失
う
。

 

3
 
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
広
域
連
合
議
員
に
欠
員
が
生
じ

た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
速
や
か
に
こ
れ
を
選
挙
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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4
 
前
項
の
広
域
連
合
議
員
に
欠
員
が
生
じ
た
と
き
の
選
挙
（
以
下
「
補
欠
選
挙
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
当
選
し
た
議
員
の
任
期
は
、
第

1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
欠
員
と
な
っ
た
議
員
の
残
任
期
間
と
す
る
。

 

5
 
前
項
の
補
欠
選
挙
は
、
欠
員
と
な
っ
た
議
員
の
残
任
期
間
が
３
箇
月
以
内
の
場
合

は
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
広
域
連
合
議
員
の
数
が
そ
の
定
数
の

3
分
の

2
に
達
し
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

[削
る

] 

  [削
る

] 

第
1
0
条
～
第

1
8
条
 

 
 

 
 
 
 

[省
略

] 

第
1
0
条
～
第

1
8
条

 

 
 
 
 

[省
略

] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



資
 
料

 

 

熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
議
員
の
定
数
及
び
選
出
方
法
の
改
正
に
つ
い
て
 

 

１
、
 
改
正
の
理
由
 

・
 熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
議
員
の
定
数
に
つ
い
て
、
市
長
区
分
・
町
村
長
区
分
・
市
議
会
議
員
区
分
・
町
村
議
会
議
員
区
分
か
ら

各
８
名
の
選
出
と
し
計
３
２
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
該
広
域
連
合
を
構
成
し
て
い
る
の
は
４
５
市
町
村
で
あ
り
、
全
て
の
構
成
市
町
村
の
住
民

の
意
見
を
制
度
に
反
映
で
き
る
よ
う
、
各
市
町
村
か
ら
１
名
の
選
出
と
し
、
４
５
名
へ
改
正

 

・
 併
せ
て
、
議
員
定
数
の
変
更
に
伴
い
、
議
員
選
出
の
方
法
に
つ
い
て
、
構
成
市
町
村
か
ら
１
名
（
市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
会
議
員
）
を
、
広
域

連
合
議
会
議
員
と
し
て
選
出
す
る
方
法
へ
と
改
正

 

  

２
、
 
改
正
の
概
要
（
ま
と
め
）
 

 
現
 
 
行
 

改
 
正
 
後
（
案
）
 

議
員
定
数

 
３
２
名
 

４
５
名
（
構
成
市
町
村
か
ら
各
１
名
）

 

構
 
成
 

市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
員

 
市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
員
 

選
出
方
法

 
・
４
団
体
に
よ
る
団
体
推
薦

 

・
個
人
推
薦

 

各
市
町
村
議
会
で
選
挙
 

任
 
期
 

２
年
 

市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
員
の
任
期

 

 


